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○

銀
行
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
（
平
成
三
十
年
金
融
庁
告
示
第
十
四

号
）次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

銀
行
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第

銀
行
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長

二
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及

官
が
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

び
そ
の
子
会
社
並
び
に
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消

費
貸
借
及
び
劣
後
特
約
付
社
債

（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
子
会
社
）

（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
子
会
社
）

第
二
条

規
則
第
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る

第
二
条

［
同
上
］

子
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

信
託
銀
行
株
式
会
社
及
び
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
株
式

会
社

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
、
み
ず
ほ
信
託
銀
行

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

株
式
会
社
及
び
み
ず
ほ
証
券
株
式
会
社

三

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
及
び
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
日

三

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行

興
証
券
株
式
会
社
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（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
等
）

第
三
条

規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別

［
条
を
加
え
る
。
］

に
定
め
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
劣
後

特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
と
す
る
。

一

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
銀
行
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を

判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力

に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
三
十
一
年
金
融
庁
告
示
第

八
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

二

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行

持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

と
し
て
定
め
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に
係
る
健
全
性
を
判
断

す
る
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
判
断
の
た
め
に
参
考

と
な
る
べ
き
も
の
（
平
成
三
十
一
年
金
融
庁
告
示
第
九
号
）
第
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
そ
の
他
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

三

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
最
終
指

定
親
会
社
が
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判

断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に

係
る
健
全
性
の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
（
平
成
三
十
一
年
金
融
庁
告
示
第
十

号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

２

規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定

め
る
劣
後
特
約
付
社
債
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
劣
後

特
約
付
社
債
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


